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８ ６ ９ －２ ４ ０ ２

給与支払報告書を作成の際は、 各人の１ 月１ 日現在の住所を確認し てく ださ い。

受給者のフリ ガナ、 生年月日、 個人番号は必ずご記入く ださ い。 （ 同姓同名の間違い
防止のため）

（ 源泉・ 特別） 控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号についても ご記入く ださ い。

摘要欄には、 「 前事業所名・ 前職分給与・ 社会保険料額・ 源泉徴収税額」 、 「 普通徴
収の申請理由Ａ ～Ｇ 」 をご記入く ださ い。

居住地と 住民登録地が異なる 場合には、 摘要欄に住民登録地を記載し てく ださ い。

普通徴収申請書には、 普通徴収の申請理由ごと に人数をご記入く ださ い。

給与支払報告書提出後に、 特別徴収対象者が退職・ 転勤等の異動が生じ た場合は、 異
動届を提出し てく ださ い。

熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺 給与支払報告書( 総括表) について令和 8年度 提出時の注意点について １

　 平素から 、 税務行政につき ま し ては、 格別のご 理解と ご 協力を 賜り

厚く お礼申し 上げま す。

　 さ て、 給与支払報告書の提出に際し ま し ては、 事務効率化のため、

本状の総括表をご 使用く ださ いま すよ う お願い申し 上げま す。

　 特別徴収と は別に普通徴収の給与支払報告書は、 普通徴収申請書で

区分けし て特別徴収の後につけてご 提出く ださ い。

　 ま た、 税理士等へ依頼さ れる 場合は、 こ の用紙をお渡し く ださ い。

６ ５ ０ ７ －４

有限会社　 小国電業　 様 ２

３

（ 給与支払報告書総括表　 在中） 9002839
４

※総括表の記載内容に変更がある 場合は、 正し いも のに朱書き で訂正

　 し てく ださ い。
５

６＜お問い合わせ先＞

〒869-2492　 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143
７「 総括表」 と 「 給与支払報告書」 は、 南小国町役場　 税務課

令 和  8 年 2 月 2 日までにご提出く ださ い。 ℡ 0967-42-1118

普通徴収申請書令和 8年度
南小国町長　 　 様指　 定　 番　 号

指定番号      9002839南小国町長様
9002839

　   年   月   日 提出

有限会社　 小国電業事業者名給 与 の 支 払 期 間 　 　 　 　  年　 　 月分から 　 　 月分ま で

給 与 支 払 者 の 3 3 3 0 0 0 2 0 2 3 3 4 3個人番号又は法人番号 こ の用紙以降の者は、 下記理由で特別徴収でき ないため、 普通徴収と し て申請し ま す。
フ リ ガ ナ

有限会社　 小国電業 事 業 種 目 申請理由（ 下記７ 項目以外の理由は不可）略号 人数給 与 支 払 者 の

氏 名 又 は 名 称
受 給 者 給与の支払期間が１ 月を超える 期間によ って定めら れている 給与のみ 人人 Ａ
総 人 員

外国航路を航行する 船舶の乗組員で、 １ 月を超える 期間以上乗船する た
め慣行と し て不定期

所得税の源泉徴収

を し て いる 事務所 人Ｂ
特別徴収対象者 人又 は 事 業 の 名 称

報

告

人

員

総受給者数（ 乙欄・ 退職者を 除いた合計） が２ 名以下 人フ リ ガ ナ Ｃ普通徴収対象者

熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺
６ ５ ０ ７ －４

人
（ 退職者）

人退職し ている （ 又は５ 月末日ま でに退職予定）Ｄ同 上 の 所 在 地 普通徴収対象者
人

（ 退職者を除く ）郵便番号 ８ ６ ９ －２ ４ ０ ２
給与が少なく 個人住民税額が引き き れない 人Ｅ

給 与 支 払 者 が 人報告人員の合計

法 人 で あ る 場 合
給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない 人Ｆ

の 代 表 者 の 氏 名
所 轄

税務署
税 務 署 名課 係 他の事業所で特別徴収をする （ 乙欄該当者） 人Ｇ連 絡 者 の 氏 名 、

所 属 課 、 係 名 氏名 給 与 の 支 払 方 法
及 び 電 話 番 号 普通徴収申請者　 合計人数 人及 び そ の 期 日（ 電話　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

関与税理士等の氏名
～重要～氏名 納入書の送付 必要　 ・ 　 不要

○こ の申請書は、 普通徴収申請者（ 特別徴収でき ない人） の個人別明細書の上に付けて

　 提出し てく ださ い。

及 び 電 話 番 号 （ 電話　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

○普通徴収申請者の個人別明細書摘要欄には、 必ず略号（ Ａ ～Ｇ ） を記入し てく ださ い。


